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Ｄ
Ｃ
と
は
？

　

デ
ス
テ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
は
、
Ｊ
Ｒ
グ
ル
ー
プ

６
社（
北
海
道
・
東
日
本
・
東
海
・

西
日
本
・
四
国
・
九
州
）と
地

域
が
協
働
で
取
り
組
む
、
国
内

最
大
規
模
の
観
光
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
で
す
。
今
年
の
４
〜
６
月
に

プ
レ
Ｄ
Ｃ（
本
番
前
の
Ｄ
Ｃ
）、

平
成
31
年
４
〜
６
月
に
ア
フ

タ
ー
Ｄ
Ｃ
と
、
３
カ
年
継
続
で

全
国
に
向
け
て
、
県
の
魅
力
を

発
信
し
て
い
き
ま
す
。

　

市
内
で
も
各
団
体
が
観
光
資

源
の
掘
り
起
こ
し
や
磨
き
上
げ

を
行
い
、
た
く
さ
ん
の
イ
ベ
ン

ト
な
ど
を
開
催
し
ま
す
。
Ｄ
Ｃ

栃
木
」。
栃
木
県
の
春
は
、
バ

ラ
エ
テ
ィ
ー
豊
か
な
本
物
と
の

出
会
い
が
感
じ
ら
れ
る
季
節
で

す
。「
花
」「
食
」「
温
泉
」「
自
然
」

「
歴
史
・
文
化
」
の
５
つ
の
テ
ー

マ
で
本
物
を
提
供
し
、
体
験
し

て
も
ら
う
こ
と
で
観
光
客
の
誘

客
促
進
に
努
め
ま
す
。

具
体
的
に
何
を
す
る
の
？

　

期
間
中
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ

ン
ト
が
開
催
さ
れ
ま
す
の
で
、

皆
さ
ん
も
参
加
し
ま
し
ょ
う

（
広
報
「
に
っ
こ
う
」
で
随
時

掲
載
予
定
）。
ま
た
、
観
光
客

を
お
も
て
な
し
の
心
で
お
迎
え

し
、
日
光
フ
ァ
ン
を
増
や
し
ま

し
ょ
う
。

︻
Ｊ
Ｒ
東
日
本
︼

▼
「
Ｔト

ラ

ン

Ｒ
Ａ
Ｉ
Ｎ  

Ｓス

イ

ー

ト

Ｕ
Ｉ
Ｔ
Ｅ  

　

四し
き
し
ま

季
島
」

　

Ｊ
Ｒ
東
日
本
の
ク
ル
ー
ズ
ト

レ
イ
ン
「
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｉ
Ｎ  

Ｓ
Ｕ

Ｉ
Ｔ
Ｅ  

四
季
島
」
が
日
光
に

や
っ
て
き
ま
す
。

　

こ
だ
わ
り
抜
い
た
特
別
列
車

の
四
季
島
は
、
上
野
駅
を
出
発

し
て
最
初
の
停
車
駅
と
な
る
日

光
駅
に
、
午
後
２
時
10
分
頃
到

着
。
市
内
観
光
の
後
、
午
後
５

時
頃
出
発
し
ま
す
。
運
行
初
日

は
、
歓
迎
の
お
も
て
な
し
を
開

催
し
ま
す（
５
月
１
日（
月
）午

後
２
時
か
ら
）。

　

詳
し
く
は
専
用
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ（http://w
w

w
.jreast.co.jp

/shiki-shim
a/)

を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

春の栃木県でＤ
デスティネーション

Ｃ
キャンペーン

が開催されます
　平成30年４〜６月に、地域とＪＲグループが一体となって観光地をＰＲす
る全国規模のキャンペーン「デスティネーションキャンペーン（ＤＣ）」（※）
が県で開催されます。今年の４月から、市もさまざまなイベントや宣伝活動
などで「にっこう」の魅力を発信していきます。

くわしくは　観光振興課　誘客推進係　☎  21-5170

栃
木
県
の
Ｄ
Ｃ
は
﹁
本
物
の
出
会
い
　

栃
木
﹂

で
企
画
さ
れ
た

イ
ベ
ン
ト
は
、

Ｄ
Ｃ
後
も
継
続

し
、「
観
光
で
活

力
あ
る
地
域
づ

く
り
」
の
推
進

を
目
指
し
ま
す
。

テ
ー
マ
は
？

　

キ
ャ
ッ
チ
コ

ピ
ー
は
、「
本

物
の
出
会
い

　

ぞ
く
ぞ
く
と
新
型
列
車
が
運
行
さ
れ
ま
す
!

図：他県のおもてなしの例

進んでシャター係を代わる

店先や家の軒先などに花を飾る

観光バスやリゾート列車へ手を振る

︻
東
武
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▼
新
型
特
急
車
両
「
Ｒリ

バ

ｅ
ｖ
ａ

　

ｔテ

ィｙ
」

　

東
武
鉄
道
26
年
ぶ
り

の
新
型

列
車
「

５
０
０

系
」
が

運
行
開

始
。
車

両
の
併

結
・
分

割
機
能
が
最
大
の
特
徴
で
、
４

月
21
日（
金
）か
ら
運
行
し
ま
す
。

▼
Ｓ
Ｌ
「
大た
い
じ
ゅ樹

」

　

蒸
気
機
関
車
が
下
今
市
駅
〜

鬼
怒
川
温
泉
駅
間
を
走
り
ま

す
。発
着
拠
点
の
下
今
市
駅
は
、

昭
和
レ
ト
ロ
な
駅
舎
に
な
り
、

Ｓ
Ｌ
を
間
近
で
見
学
で
き
る
エ

リ
ア
も
整
備
さ
れ
ま
す
。
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10
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が
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駅
〜

鬼
怒
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温
泉
駅
間
を
走
り
ま
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。発
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拠
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の
下
今
市
駅
は
、

昭
和
レ
ト
ロ
な
駅
舎
に
な
り
、

Ｓ
Ｌ
を
間
近
で
見
学
で
き
る
エ

リ
ア
も
整
備
さ
れ
ま
す
。

８
月
10
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木
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か
ら
、
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曜
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、
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運
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し

ま
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年間最大140日程度運行

四季島とトレインクルー（乗務員）

※デスティネーションキャンペーン…Destination（目的地）と Campaign（宣伝）を組み合わせた造語で、ＪＲグループ
　６社と地方自治体・観光関係団体などが協力して実施する、国内最大級の観光キャンペーン

日光市中小企業・小規模企業振興基本条例
　　　　　　　のご案内　

❖
条
例
の
中
小
企
業
者
と
は
？
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に
、必
要
と
な
る
事
項
を
定
め
た
条
例
で
す
。

❖
な
ぜ
条
例
が
必
要
な
の
？

　

市
内
の
中
小
企
業
や
小
規
模
企
業
は
、

こ
れ
ま
で
地
域
経
済
の
成
長
を
支
え
て
き

ま
し
た
。
し
か
し
、
経
営
環
境
は
人
口
減

少
や
少
子
高
齢
化
、
不
況
の
影
響
な
ど
、

中
小
企
業
や
小
規
模
企
業
に
と
っ
て
厳
し

日光市中小企業・小規模企業振興基本条例
　　　　　　　のご案内　

市内の中小企業や小規模企業の振興により、豊かで魅力あふれるまちの実現を目指します。

くわしくは　商工課　商業振興係　☎︎21-5136

❖
条
例
の
中
小
企
業
者
と
は
？

業種分類 中小企業者の定義

製造業、
その他（※）

資本金の額または出資の総額が３億円
以下の会社または常時使用する従業員
の数が300名以下の会社および個人

卸売業
資本金の額または出資の総額が１億円
以下の会社または常時使用する従業員
の数が100名以下の会社および個人

小売業 資本金の額または出資の総額が5千万
円以下の会社または常時使用する従業
員の数が100名以下の会社および個人サービス業

❖
小
規
模
企
業
者
と
は
？

業種分類 小規模企業者の
定義

製造業、
その他（※）

従 業 員 の 数 が
20名以下

卸売業

従業員の数が５
名以下小売業

サービス業

❖
ど
ん
な
条
例
な
の
？

　

地
域
経
済
を
支
え
る
市
内
の
中
小
企
業

や
小
規
模
企
業
な
ど
の
振
興
を
図
る
た
め中小企業者・小規模企業者

市 市民

経済団体 金融機関

日光市中小企業・小規模企業振興基本条例日光市中小企業・小規模企業振興基本条例日光市中小企業・小規模企業振興基本条例
　　　　　　　のご案内　　　　　　　のご案内　　　　　　　のご案内　　　　　　　のご案内　　　　　　　のご案内　　　　　　　のご案内　　　　　　　のご案内　　　　　　　のご案内　　　　　　　のご案内　　　　　　　のご案内
市内の中小企業や小規模企業の振興により、豊かで魅力あふれるまちの実現を目指します。

くわしくは 商工課　商業振興係　☎︎21-5136

い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

　

地
域
経
済
の
活
性
化
を
図
る
た
め
に
は
、

中
小
企
業
や
小
規
模
企
業
の
成
長
発
展
が

重
要
な
こ
と
か
ら
、
振
興
を
推
進
す
る
た

め
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
制
定
し
ま
し
た
。

❖
対
象
者
は
？

　

市
内
の
中
小
企
業
者
・
小
規
模
企
業
者

や
経
済
団
体
、
金
融
機
関
、
市
民
で
、
そ
れ

ぞ
れ
役
割
な
ど
が
あ
り
ま
す（
左
図
参
照
）。

条
例
に
つ
い
て
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

・施策の策定や実施および
　小規模企業への配慮など

・振興に対する理解および
　地場産品の利用など

・経営の改善および向上
　に対する支援など

・資金調達の支援など

・経営基盤の強化、雇用の創出、人材の育成など

図：条例のイメージ

※その他の業種…鉱業、建設業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸、金融・保険業、不動産業

　

中
小
企
業
基
本
法
第
２
条
第
１
項
に
定

め
る
表
１
の
企
業
者
で
す
。

　

中
小
企
業
基
本
法
第
２
条
第
５
項
に
定

め
る
表
２
の
企
業
者
で
す
。

表１：中小企業者の定義表２：小規模企業者の定義
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